
児童虐待防止や配偶者による暴力被
害者等への支援体制の充実を図ること

（施策番号Ⅵ－４－１）

添付資料

資料６－２



児童虐待の防止等に関する法律（児童虐待防止法）の成立（平成１２年１１月施行）

児童虐待防止法・児童福祉法の改正（平成１６年１０月以降順次施行）

・児童虐待の定義の見直し（同居人による虐待を放置すること等も対象） ・通告義務の範囲の拡大（虐待を受けたと思わ
れる場合も対象） ・市町村の役割の明確化（相談対応を明確化し虐待通告先に追加） ・要保護児童対策地域協議会の
法定化 等

平成１２年

平成１６年

平成１９年

児童福祉法による要保護児童対策として対応

児童虐待防止法・児童福祉法の改正（平成２０年４月施行）

・児童の安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対する面会・通信等の制限の強化、保護者に対する指導に従
わない場合の措置の明確化 等

・児童虐待の定義（身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待） ・住民の通告義務 等

児童虐待防止対策の経緯

平成２０年 児童福祉法の改正（一部を除き平成２１年４月施行）

・乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業等子育て支援事業の法定化及び努力義務化 ・要保護児童対策地域協議
会の機能強化 ・里親制度の改正等家庭的養護の拡充 等

平成２３年 児童福祉法の改正（一部を除き平成２４年４月施行）

・親権停止及び管理権喪失の審判等について、児童相談所長の請求権付与 ・施設長等が、児童の監護等に関し、その

福祉のために必要な措置をとる場合には、親権者等はその措置を不当に妨げてはならないことを規定 ・里親等委託中及
び一時保護中の児童に親権者等がいない場合の児童相談所長の親権代行を規定 等
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児童養護施設
里親委託 等

家庭裁判所

相談・通告

相談・通告

通告等

送致等

支援等

相談・通告
送致等

送致・通告等

保育所・幼稚園

学校・教育委員会

申立て・送致等
保健所

○ 従来の児童虐待防止対策は、児童相談所のみで対応する仕組みであったが、平成１６年の児童虐待防止法等の

改正により、「市町村」も虐待の通告先となり、「市町村」と「児童相談所」が二層構造で対応する仕組みとなっている

○ 市町村虐待相談対応件数 平成17年度 40,222件 → 平成24年度 73,200件
○ 各市町村単位で、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の設置が進んでいる（平成２４年４

月１日現在、９８．４％の市町村で設置（任意設置の虐待防止ネットワークを含むと９９．７％））。

○ 平成２０年の児童福祉法改正法により、２１年４月より、協議会の支援対象について、これまでの要保護児童に加

え、乳児家庭全戸訪問事業等で把握した養育支援を必要とする児童や出産前から支援を行うことが特に必要である

妊婦も追加された。

都道府県・福祉事務所
児
童
相
談
所市町村

（要保護児童
対策調整機関）

２０７か所
（平成25年4
月30日現在）

送致・支援等

医療機関

措置等

報告等

要保護児童対策地域協議会
（子どもを守る地域ネットワーク）

関
係
機
関

警 察

子ども
・
家庭

地域での児童虐待防止のシステム
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市町村

学校・教育委員会

民生・児童委員

保育所

警 察

医療機関

弁護士会

児童相談所

・ 協議会参加者の守秘義務（児童福祉法第２５条の５）

・ 支援内容を一元的に把握する機関の選定

民間団体

要保護児童等（要支援児童や妊婦を含む。）の早期発見や適切な保護や支援を図るためには、
・ 関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、
・ 適切な連携の下で対応していくことが重要

であり、市町村（場合によっては都道府県）が、要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）
を設置し、
① 関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制を明確化すると
ともに、
② 個人情報保護の要請と関係機関における情報共有の在り方を明確化することが必要

保健機関

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）について

果たすべき機能
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社会的養護の基本理念と原理 「社会的養護の課題と将来像の実現に向けて」（平成23年7月）

社会的養護の基本理念

社会的養護の原理

社会的養護の基盤づくり

①家庭的養護と個別化： ・すべての子どもは、適切な養育環境で、安心して自分をゆだねられる養育者によって養育されるべき。 「あたりまえの生
活」を保障していくことが重要。

②発達の保障と自立支援：・未来の人生を作り出す基礎となるよう、子ども期の健全な心身の発達の保障を目指す。
愛着関係や基本的な信頼関係の形成が重要。自立した社会生活に必要な基礎的な力を形成していく。

③回復をめざした支援： ・虐待や分離体験などによる悪影響からの癒しや回復をめざした専門的ケアや心理的ケアが必要。
安心感を持てる場所で、大切にされる体験を積み重ね、信頼関係や自己肯定感（自尊心）を取り戻す。

④家族との連携・協働： ・親と共に、親を支えながら、あるいは親に代わって、子どもの発達や養育を保障していく取り組み。

⑤継続的支援と連携アプローチ： ・アフターケアまでの継続した支援と、できる限り特定の養育者による一貫性のある養育。
様々な社会的養護の担い手の連携により、トータルなプロセスを確保する。

⑥ライフサイクルを見通した支援：・入所や委託を終えた後も長くかかわりを持ち続ける。
虐待や貧困の世代間連鎖を断ち切っていけるような支援。

①子どもの最善の利益のために ・児童福祉法第１条「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。」

・児童の権利に関する条約第３条「児童に関するすべての措置をとるに当たっては、児童の最善の利益が主とし
て考慮されるものとする。」

②社会全体で子どもを育む ・社会的養護は、保護者の適切な養育を受けられない子どもを、公的責任で社会的に保護養育するととも

に、養育に困難を抱える家庭への支援を行うもの。

○大規模な施設養護を中心とした形態から、一人一人の子どもをきめ細かく育み、親子を総合的に支援していけるよう、ハード・ソフトともに変革して
いく。

○家庭的養護を推進していくため、養育者の家庭に子どもを迎え入れて養育を行う里親やファミリーホームを優先するとともに、児童養護施設、乳児
院等の施設養護も、できる限り小規模で家庭的な養育環境の形態に変えていく。
また、家庭的養護の推進は、養育の形態の変革とともに、養育の内容も刷新していくことが重要。

○施設は、社会的養護の地域の拠点として、家庭に戻った子どもへの継続的なフォロー、里親支援、自立支援やアフターケア、地域の子育て家庭へ
の支援など、専門的な地域支援の機能を強化する。

○ソーシャルワークとケアワークを適切に組み合わせ、家庭を総合的に支援する仕組みづくりが必要。
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大舎（２０人以上）
中舎（１３～１９人）
小舎（１２人以下）

1歳～１８歳未満（必要な
場合０歳～２０歳未満）

職員は施設長等のほか
就学児童５．５：１
３歳以上 ４：１
３歳未満２：１

５９５か所
定員３４，０４４人
現員２８，８３１人

里親
家庭における養育を里親に委
託する家庭養護

児童４人まで

登録里親数 ９，３９２世帯
うち養育里親 ７，５０５世帯
専門里親 ６３２世帯
養子縁組里親 ２，４４５世帯
親族里親 ４７１世帯

委託里親数 ３，４８７世帯
委託児童数 ４，５７８人

→２６年度目標
養育里親登録８，０００世帯
専門里親登録 ８００世帯

児童養護施設 地域小規模児童養護施設
(グループホーム)

本体施設の支援のもと地域の民間住宅などを活用し
て家庭的養護を行う

定員６人 職員２人＋非常勤１人＋管理宿直

２５年度２６９か所→２６年度目標３００か所

小規模住居型児
童養育事業
（ファミリーホーム）

養育者の住居で養育
を行う家庭養護

定員５～６人

養育者及び補助者 合
わせて３人

２５年度２１８か所
→２６年度目標
１４０か所達成済

→将来像1000か所

乳児院
乳児(０歳)､必要な場合幼児(小学校就学前）

１３１か所
定員３，８５７人、現員３，０６９人

※「２６年度目標」は、子ども子育てビジョン
登録里親数、委託里親数、委託児童数は、平成２５年３月末福祉行政報告例。
施設数、ホーム数、定員、現員、小規模グループケア、地域小規模児童養護施設の数は、平成２５年１０月１日家庭福祉課調べ。

児童自立生活援助事業
（自立援助ホーム）

児童養護施設等退所後、就職する
児童等が共同生活を営む住居に
おいて自立支援
２５年度１１３か所
→２６年度目標 １６０か所

社会的養護が必要な児童を、可能な限り家庭的な環境において安定した人間関係の下で育てることができるよう、施設のケ
ア単位の小規模化、里親やファミリーホームなどを推進

より家庭的な養育環境

里親等 里親＋ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ=
委託率 養護＋乳児＋里親＋ﾌｧﾐﾘｰﾎｰﾑ

２５年３月末 １４．８％ →２６年度目標１６％

→将来像は、本体施設、グループホーム、里親等を各概ね３分の１
児童養護施設の本体施設は、全て小規模グループケアに

・施設の小規模化と家庭的養護の推進

（分園型）（本園ユニットケア）
小規模グループケア

本体施設や地域で、小規模なグループで家庭的養護を行う

１グループ６～８人 (乳児院は４～６人)

職員１人＋管理宿直 を加算

２５年度９４３か所→
２６年度目標 ８００か所達成済(乳児院等を含む）
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里親支援の体制整備について

(1)里親委託推進の方策
・良いマッチングのためには、多数の候補が必要。
・登録された多様な里親の状況が把握され、里親と児童相談所と支援者との間に信頼関係が成立していることが重要。
・里親委託率を大幅に伸ばしている自治体では、児童相談所への専任の里親担当職員の設置や、里親支援機関の充実、体験
発表会や、市町村と連携した広報、ＮＰＯや市民活動を通じた口コミなど、様々な努力を行い成果を上げている。

(2)里親支援の重要性
・里親に委託される子どもは、虐待を受けた経験などにより、心に傷を持つ子どもが多く、様々な形で育てづらさが出る場合が多い。また、社会的
養護の担い手であることや、中途からの養育であることの理解も重要である。
・そのため、養育里親には、研修、相談、里親同士の相互交流などの里親支援が重要であり、里親が養育に悩みを抱えたときに孤立化を防ぐ支
援が重要である。

里親支援の体制整備

(1)里親支援の取り組み内容を、児童相談所運営指針、里親委託ガイドラインで定める。

・委託里親への定期的な訪問の訪問回数を、委託後の経過年数等に応じて設定
（委託直後の２か月間は２週に１回程度、委託の２年後までは毎月ないし２か月に１回程度、その後は概ね年２回程度、そのほか、里親による

養育が不安定になった場合などには、これに加えて必要に応じて訪問。）

・委託里親には、複数の相談窓口を示す。

・里親サロン、里親研修・里親セミナーの開催、テキストの配布など

・レスパイト（里親の休養のための一時預かり）

(2)(1)を実行するための体制整備

・児童相談所が取り組みの中心。里親担当者の配置（専任又は兼任。できるだけ専任が望ましい。）

・里親支援機関事業の里親委託等推進員 （２５年１０月現在：２０７児相中１５０人）

・児童養護施設及び乳児院に置く里親支援専門相談員（平成２５年１０月現在：２２６か所）
→定期的訪問を含めた里親支援を、児童相談所の里親担当者等と、里親委託等推進員、施設の里親支援専門相談員が分担連携して行う。

このため、定期的に会議を行うなど、ケースの情報の共有に努める。

・里親会、児童家庭支援センター、里親支援専門相談員を置く施設などを、里親支援機関に指定し、里親名簿その他の必要な情報を共有する。
（児童福祉法上、里親支援の業務の委託先には守秘義務が設けられている）
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都道府県が調整を行った上で定める平成２７年度を始期とした計画(※３)

・推進期間(※２)を通じて達成すべき目標及び推進期間を５年ごとの３期（前期・中期・後期）に区分した各期（５年）ごとの
目標を設定した上で、推進期間を通じて取り組むべき小規模化・地域分散化や家庭養護の支援を進める具体的な方策を定める
こと。なお、５年ごとの期末に目標の見直しを行うこと。

・平成２５年度及び平成２６年度の２年間は、「都道府県推進計画」と各施設の「家庭的養護推進計画」との調整期間とし、平
成２７年度から計画に基づく取組を実施できるよう調整すること。

・指定都市や児童相談所設置市が所在する道府県では、自治体の区域を越えて施設入所等の措置が行われることから、道府県と
市が連携・調整して計画を策定する必要があることに留意すること。

※３ 都道府県は、平成４１年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定
した上で、これと整合性が図れるように各施設ごとの小規模化の計画の始期と終期、定員規模の設定、改築・大規模修繕の時期等について調整を行っ
た上で「都道府県推進計画」を策定。

家庭的養護推進計画と都道府県推進計画

各施設(※１)が都道府県からの要請に基づき、定める計画

・都道府県が平成２６年度末までに「都道府県推進計画」を策定することができるようにできる限り速やかに「家庭的養護推進
計画」を策定し、都道府県に届け出ること。

・家庭的養護推進計画では、各施設がそれぞれの実情に応じて、小規模化・地域分散化や家庭養護の支援を進める具体的な方策
を定めること。

・家庭的養護推進計画の対象とする期間、推進期間(※２)のうちで、各施設の実情に応じた期間を設定することができること。

※１ 各施設：児童養護施設、乳児院 ※２ 推進期間：平成２７年度を始期として平成４１年度までの１５年間

家庭的養護推進計画

都道府県推進計画

（平成２４年１１月「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について」より抜粋）
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婦人相談員
全国 1,235人
（平成25年

4月1日現在）

相談
カウンセリング
情報提供 福祉事務所（もしくは市町村）

生活保護 母子生活支援施設入所
保育所入所 子育て短期支援事業
母子家庭等日常生活支援事業

児童扶養手当の支給 等

被
害
者

自

立

配偶者暴力相談支援センター
２３７か所（平成２６年１月１日現在）

婦人相談所 ４９ヶ所
（平成25年4月1日現在）

相談 カウンセリング 情報提供
一時保護（民間シェルター等への委託
を含む）
同伴児童への対応
婦人保護施設への入所 等

母子家庭等就業・自立支援センター
職業相談から就業支援講習会の実施、就業情報提供等

公共職業安定所（ハローワーク）
特にマザーズハローワーク・マザーズサロン・マザーズコーナーにおける

子育て女性などに対する就職支援

児童相談所
心理的虐待等を受けた子どもへの心理的ケア、子育て相談等

連

携

・

協

力

他省庁等
関係機関

警 察

裁判所

公営住宅
窓口

等

民間シェルター

厚生労働行政における婦人保護事業関係機関（概要）

婦人保護
事業関連

婦人保護
事業以外の
厚生労働省
所管事業

婦人
保護施設

生活支援
心理的ケア
自立支援

母子生活
支援施設

生活支援
子育て支援

心理的ケア
自立支援
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婦人保護事業の各機関

婦人相談所
○売春防止法に基づき都道府県に設置され、また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に基
づく業務も行う
○全国４９か所（平成２５年度）
○一時保護機能を持ち、要保護女子、ＤＶ被害者、人身取引被害者の相談・支援、一時保護委託を行う
○一時保護に係る人件費や入所者の生活費について、婦人保護事業費負担金にて対応

（国1/2 都道府県1/2 国庫予算額約９億円）
○婦人相談所活動費、外国人婦女子緊急一時保護経費等の一部について、婦人相談所運営費負担金にて対応

（国1/2 都道府県1/2 国庫予算額約２千万円）

婦人相談員
○売春防止法に基づき都道府県、市等が委嘱し、また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に
基づく業務を行う

○１，２３５人（平成２５年４月１日現在）
都道府県 ４５３人、市（特別区含む） ７８２人

○都道府県婦人相談所、市福祉事務所等に所属し、要保護女子、ＤＶ被害者の相談・指導を行う
○婦人相談員活動強化対策費（児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業）

婦人保護施設
○売春防止法に基づき都道府県や社会福祉法人が設置し、また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律に基づく保護も行う
○全国３９都道府県に４９か所（平成２５年度）
○要保護女子、ＤＶ被害者、人身取引被害者の保護、自立のための支援を行う
○施設職員の人件費、入所者の生活費について、婦人保護事業費補助金にて対応

（国1/2 都道府県1/2 国庫予算額約１２億円）

（26年度予算額）
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○婦人相談所及び婦人相談員における夫等からの暴力の相談件数の相談全体に占める
割合は、年々増加。

夫等からの暴力の相談件数及び相談全体に占める割合（来所相談） （人数）

※（ ）内は、相談全体に占める夫等からの暴力の割合。

(２８．３%)

(２４．２%)
(２５．６%)

婦人相談所及び婦人相談員による相談

（厚生労働省家庭福祉課調べ）

(２８．９％)
(２９．６％)

（３０．７％）

（３１．３％）

(３２．６％)

(３３．０%)
(３４．１%) (３５．８%)
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婦人相談所ガイドライン（概要）

「婦人保護事業の課題に関する検討会のこれまでの議論の整理」（平成24年度）において婦
人相談所の役割についての見直しが指摘され、婦人相談所の対応の違いによって、受けるべき
支援サービスの内容に格差が生じないよう、全国の婦人相談所が実施する業務内容を改めて
明確化するとともに、支援の均等化・標準化を図るため、全国共通の業務の指標となるガイドラ
インを策定。（平成２５年度の研究事業として、平成26年3月31日発出。）

６．施設入所
７．民間シェルターとの連携

Ⅴ．証明書の発行

Ⅵ．安全確保の徹底（加害者対策）

Ⅶ．都道府県内相談機関のスーパーバイズ、研修の実施

Ⅷ．職員の専門性の向上

Ⅸ．広報啓発

Ⅹ．権利擁護・苦情解決等

Ⅺ．おわりに

内容
Ⅰ．はじめに

Ⅱ．ガイドラインの性格と位置づけ

Ⅲ．婦人相談所における支援の理念
１．理 念
２．婦人相談所の役割
３．婦人相談所が行う業務の全体像

Ⅳ．支援上の留意点
１．支援のための準備
２．支援の開始
３．支援方針の検討（入所調整会議）
４．一時保護
５．自立支援
（相談所が行う自立支援）

※本ガイドラインは、婦人相談所のDV被害女性に対する支援体制の整備に資するものである。
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○婦人相談員は、都道府県及び市から委嘱され、夫等からの暴力を始めとした女性の様々な
相談に対応している。

○婦人相談員の員数は毎年少しずつ増加しているが、特に市の増加率が大きい。

531 582 598 633 672 754 782

449
436 444 441

468
463 453

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

980 1,018 1,042 1,074
1,140

1,217
1,235（単位：人）

都道府県市

婦人相談員の推移

※人数は当該年度の４月１日現在

（厚生労働省家庭福祉課調べ）
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